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《参考 12》 許諾書例 

文書番号○○号 
平成○○年○月○日 

震災に関する記録等管理責任者 殿 
発行主体名 
●●●● 

 
○○震災アーカイブ事業における資料収集等に係る許諾について（依頼） 

 
 平素から、●●●●の事業に御協力いただき、誠にありがとうございます。 
 さて、当組織では、東日本大震災に関わる記録・コンテンツ（震災に関する記録等）の歴

史的・社会的・学術的価値にかんがみ、震災に関する記録等を収集・保存し、誰もがアクセ

スして活用できる仕組みを提供することにより、広く国内外に情報を発信するとともに、そ

れらの永続的な保存と活用を実現することを目的として、震災に関する記録等に関するアー

カイブ事業を開始しました。当事業では、震災に関する記録等を収集・保存し、広く一般の

方に提供するアーカイブを構築します。 
 
 ○○震災アーカイブ [URL を記載] 
 
 震災に関する記録等を収集・保存・提供・利用するためには、震災に関する記録等に関す

る権利者の許諾が必要であるため、下記１～４について、貴機関の御許諾をお願いする次第

です。当事業の趣旨を御理解いただき、是非とも震災に関する記録等の収集・保存・提供・

利用につきまして応諾をいただきますようお願い申し上げます。 
 つきましては、諾否及び条件について、別紙「回答書」に必要事項を御記入の上、同封の

返信用封筒にてご返送下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

記 
１．当組織による収集・保存 

(4) 当組織は、貴機関の保有する震災に関する記録等を、1 回又は複数回にわたり収集

（複製）します。収集対象については、貴機関の指定する資料のみとします。 
(5) 震災に関する記録等の収集に当たっては、貴機関の保有する震災に関する記録等に

ついて、貴機関において、著作権その他の知的財産権、及び肖像権等の資料に映っ

ている方の人格権について問題が無いことをご確認の上で、ご許諾・ご提供いただ

くものとします。また、ご許諾・ご提供いただく際には、当該資料について利用を

許諾する範囲についてもあわせて明記いただくものとします。ただし、当組織が収

集（複製）した震災に関する記録等の著作権は、その後の提供・利用の態様にかか

わらず、その震災に関する記録等の著作権者に帰属する点に変更はございません。 
(6) 当組織は、当事業のシステムにおける保存及び提供のため、収集（複製）した震災

に関する記録等について、文字コード、サイズ、フォーマットの変換等、技術的な

改変を行うことができるものとします。 
 

２．当組織による震災に関する記録等の提供 
(3) 当組織は、収集（複製）した震災に関する記録等を、(i)インターネットを通じて送

信し、(ii)当組織内において利用者に提供し、(iii)その他類似の利用・提供をいたし

ます。なお、提供に際しては、(ii)による提供のみとするなど提供範囲を限定する

こともあります。 
(4) 提供開始時期については、貴機関の指定した時期以降に開始いたします。特にご指
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定がない場合は、当組織の準備が終わり次第、提供を開始させていただきます。 
 

３．提供をうけた利用者による震災に関する記録等の利用 
(1) 当組織から提供する震災に関する記録等については、提供を受けた利用者が、著作

権法で認められた範囲、及び、著作権者が許諾をしている範囲で、利用できるもの

とします。 
(2) 著作権者が利用を許諾していない範囲について利用の申し込みが来た場合、当組織

は貴機関の回答書に記載された連絡先を、利用の申込者に通知します。貴機関に直

接、利用の申し込みがなされた場合には、ご対応をお願いいたします。 
 

４．収集・保存・提供にかかる条件 
(3) プロジェクトの性質にかんがみ、当組織による震災に関する記録等の収集（複製）・

保存・提供にかかる対価は無償とさせていただきます。 
(4) 当組織から震災に関する記録等の提供を受けた利用者による利用の対価は無償と

させていただきます。 
 
ご質問等がございましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください。 
 
問い合わせ先 〒○○ 住所 
       ●●●● ○○課 ○○係 
       電話：       担当：       電子メール： 
       当事業 URL： 
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（回答書） 
平成  年  月  日 

●●●● 殿 
 

震災アーカイブ事業における 
当組織資料の収集等に係る許諾について（回答） 

 
     機関名： 
     機関責任者名：            印 
 
 平成  年  月  日付け文書番号○○号により依頼のあった標記の件について、下記

のとおり回答します。 
 

記 
 
（１）震災に関する記録等の収集・保存・提供に関する許諾 

別紙に記載する当組織の保有する震災に関する記録等について、 
 

□ ●●●●による収集・保存・提供を許諾する。 

□ 著作権を有する者、人格権を有する者の全てから同意を得ています。 
  

［提供開始日の制限］ 
□ 有 （西暦     年   月   日から提供可能） 
□ 無 
 

□ ●●●●による収集・保存・提供を許諾しない。 

 
 
（２）震災に関する記録等の利用に関する許諾（上記で許諾をいただける場合） 
 ●●●●に提供を許諾した震災に関する記録等について、 
 

□ ●●●●から提供を受けた者が、独自に改変・加工・公開等の利用

をすることを許諾する。 
 

□ ●●●●から提供を受けた者が、独自に改変・加工・公開等の利用

をすることを許諾しない。 
 
 
 
［資料に関する連絡先］ 
   氏名（担当部署）： 
   住所      ： 
   電話番号    ： 
   電子メール   ： 
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※ 最初に（１）収集・保存・提供に関する大項目のいずれかの□にチェックをして下さ

い。なお、お手元の震災に関する記録等のうち、一部でもご協力いただける資料があ

る場合には、「許諾する」にチェックをしていただき、収集・保存・提供が可能な資

料のみを別紙に記載して下さい。 
※ 当組織が提供を開始する時期に制限をつけたい場合には、「提供開始日の制限」に提

供可能になる日をご記載下さい。指定が無い場合、当組織の準備が終わり次第、提供

を開始します。 
※ 御許諾をいただける場合、貴機関以外が著作権を有する資料や、貴機関以外の方が映

っている資料については、関連する権利を全て取得していることを明記して下さい。 
※ 御許諾をいただける場合、（２）当組織から提供をうけた利用者による更なる利用に

ついても許諾されるいかどうかにつき、どちらかを選択して下さい。 
※ 「改変」とは、資料を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、

その他翻案することにより創作することを可能にすることを想定しています。ただし、

貴機関及び資料に関連する権利者の名誉又は声望を害する方法で資料を改作、変形も

しくは翻案を行うことについては含みません。 
※ 「加工」とは、調査研究に必要な分析での利用や、ウェブサイトやプレゼンテーショ

ン資料、報告書での利用のためにサイズ変更、一部分の切り取り等を実施しての利用

等を想定しています。 
※ 利用範囲について【さらに詳細に決めたい場合】【お問い合わせのある場合】には別

途ご連絡ください。 
※ ご記入いただいた連絡先の情報は、当事業の事務及び、当事業に関するお知らせがあ

る際や、震災に関する記録等の利用許諾申請があった際の連絡先として使用させてい

ただきます。変更がある場合には、その都度ご連絡をいただければ幸いです。 
※ 震災に関する記録等について、この文書に定めのない範囲について利用の申し込みが

来た場合、利用の申込者に対して上述の連絡先をお伝えし、個別に許諾の依頼を行っ

ていただきます。利用の申込者に対して伝えても問題の無い連絡先をお知らせ下さい。 
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［回答書別紙］ 
 
「震災アーカイブ事業における当組織資料の収集等に係る許諾について（回答）」によっ

て許諾対象とする資料は、下記のとおりである。 
 
１．収集・保存・提供可能な資料 
 

タイトル  
 

保管媒体 
（URL 等） 

 ウェブ

サイト 

全て 
一部 

許諾者  
 

備考  
 

 
タイトル  

 
保管媒体 
（URL 等） 

 ウェブ

サイト 

全て 
一部 

許諾者  
 

備考  
 

 
タイトル  

 
保管媒体 
（URL 等） 

 ウェブ

サイト 

全て 
一部 

許諾者  
 

備考  
 

 
※ 許諾者については、回答書本紙に記載されている連絡先の方と異なる場合にご記載下

さい。 
※ 提供の際に何らかの条件がある場合や、資料やウェブサイト内に許諾の除外範囲があ

る場合などには、備考欄にご記載下さい。 
 
記入欄が足りない場合は、この用紙をコピーしてご記入下さい。 
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